
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                         

一 

○
福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                       

九 

○
福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                

一
〇 

　福
島
県
企
業
局 

○
福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程                                  

一
〇 

　福
島
県
病
院
局 

○
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程                                  

一
五 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
二
十
六
号 

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
表
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

部
長
、
政
策
監
又
は
課
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
当
該
下
欄

に
掲
げ
る
者
に
合
議
又
は
協
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
部
長
又
は

総
務
部
政
策
監
に
合
議
又
は
協
議
を
す
る
と
き
は
、
同
表
一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
、
六
の
項
、
八

の
項
及
び
十
一
の
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
総
務
部
財
務
総
室
財
政
課
長
を
、
同
表
五
の
項
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
出
納
局
出
納
総
務
課
長
を
、
同
表
七
の
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
出

納
局
出
納
総
務
課
長
（
た
だ
し
、
工
事
等
に
関
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
総
務
部
財
務
総
室
入
札
監
理

課
長
）
を
、
同
表
九
の
項
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
総
務
部
財
務
総
室
財
政
課
長
（
た
だ
し
、
入

札
及
び
契
約
の
制
度
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
工
事
等
に
関
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
総
務
部
財
務
総

室
入
札
監
理
課
長
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
出
納
局
出
納
総
務
課
長
）
を
、
同
表
十
の
項
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
総
務
部
財
務
総
室
総
務
課
長
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
条
の
表
九
の
項
中
「
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
総
務
部
財
務
総
室
入
札
監
理
課
長
」
を
「
係
る

も
の
の
う
ち
、
工
事
等
に
関
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
総
務
部
財
務
総
室
入
札
監
理
課
長
、
そ
の
他
の

も
の
に
あ
つ
て
は
、
出
納
局
出
納
総
務
課
長
」
に
改
め
る
。 

第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
中
「
百
万
円
」
を
「
二
百
万
円
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
「
百
万

円
」
を
「
「
二
百
万
円
」
に
改
め
る
。 

第
二
百
九
十
六
条
第
一
項
中
「
支
給
事
務
等
の
事
務
」
を
「
支
給
事
務
等
及
び
需
用
費
（
電
気
料
に 

限
る
。
）
、
役
務
費
（
電
信
電
話
料
に
限
る
。
）
の
定
例
的
支
払
事
務
」
に
改
め
る
。 

　
　
　
　
　
　「
福
島
県
立
船
引
高
等
学
校 

　別
表
第
一
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　を
「
福
島
県
立
あ
ぶ
く
ま
柏
鵬
高
等
学
校
」
に
、
「
福 

　
　
　
　
　
　
　福
島
県
立
小
野
高
等
学
校
」 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
福
島
県
立
勿
来
工 

島
県
立
平
商
業
高
等
学
校
」
を
「
福
島
県
立
い
わ
き
商
業
情
報
高
等
学
校
」
に
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
立
四
倉
高 

業
高
等
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
福 

　
　
　
　
　
　を
「
福
島
県
立
勿
来
工
業
高
等
学
校
」
に
、
「
福
島
県
立
猪
苗
代
支
援
学
校
」
を 

等
学
校

　
　」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福 

島
県
立
猪
苗
代
支
援
学
校 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
改
め
る
。 

島
県
立
み
な
み
あ
い
づ
支
援
学
校
」 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
・
現
金
整
理
手
数
料 

　別
表
第
四
（
そ
の
一
）
の
表
十
一
の
項
中
「
・
現
金
整
理
手
数
料
」
を 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　・
円
貨
両
替
手
数
料
及
び 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
改
め
る
。 

金
種
指
定
払
戻
手
数
料
」 

別
表
第
六
の
表
企
画
調
整
部
の
項
中
「
生
活
拠
点
課
」
を
「
避
難
者
生
活
支
援
課
」
に
改
め
る
。 

　
　
　
　
　
　「
福
島
県
立
船
引
高
等
学
校

　事
務
長

　現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員 

　別
表
第
七
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　を
「
福
島 

　
　
　
　
　
　
　福
島
県
立
小
野
高
等
学
校

　事
務
長

　現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員
」 

県
立
あ
ぶ
く
ま
柏
鵬
高
等
学
校

　事
務
長

　現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員
」
に
、
「
福
島
県
立
平
商 

業
高
等
学
校
」
を
「
福
島
県
立
い
わ
き
商
業
情
報
高
等
学
校
」
に
改
め
、
福
島
県
立
四
倉
高
等
学
校
の 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
福
島 

項
を
削
り
、
「
福
島
県
立
猪
苗
代
支
援
学
校

　事
務
長

　現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員
」
を 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島 

県
立
猪
苗
代
支
援
学
校

　
　
　
　事
務
長

　現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
改
め
る
。 
県
立
み
な
み
あ
い
づ
支
援
学
校

　事
務
長

　現
金
出
納
員
及
び
物
品
出
納
員
」 

第
四
十
号
様
式
（
そ
の
三
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                        

(そ
の
3) 

 
福

島
県
財

務
 

収
納
書
 

 
 

福
島
県
財

務
 

納
入
通
知

書
・
領
収

書
 

 
  

 
 

福
島
県
財

務
 

収
納
書
兼

収
納
済
通

知
書
 

通
常

払
込

料
金

加
入

者
負

担
 
 
 

 
 

 
 

 
加

入
者
名
 

福
島
県
 

 
 
 加

入
者

名
 

福
島
県
 

口
座

記
号
番
号
 

 
 

金
額
 

円
 

 
 

収
納

機
関

番
号
 

 
納

付
番

号
 

 
 

確
認

番
号
 

 
 

納
付

区
分
 

 
 

口
座

記
号
番
号
 

 
 

納
期
限
 
 
 

納
付

目
的
 

 
 

金
額
 

円
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

納
期

限
 

 
 

 
  

 
 
 

納
付
目
的
 

 
 

 
  

 

納
入

者
 

様
 

 
 

ＣＶＳ等 
収納用 

CVS等
収
納
用
 

      (ご
注

意
)バ

ー
コ

ー
ド

が
な

い
も

の
、

金
額

訂
正

し
た

も
の

、
納

期
限

を
過

ぎ
た

も
の

、
バ

ー
コ

ー
ド

が
読

み
取

れ
な

い
も

の
は

、
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト

ア
で
は
納

付
で
き

ま
せ
ん
。
 

収
納
代
行

会
社
 

 

領
収
日
付

印
 

 
 
 

 
 

 
        

 
 

領
収
日
付

印
 

 
 

 
 
 

領
収
日
付

印
 

 

 
 

 
 

 
調

定
区

分
 

 
執

行
機
関
 
 年
度
 

 調
定
番
号
 
 会
計
 

 
科

目
 

 

納入者 

様
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  お

問
合
せ

窓
口
は
裏

面
に
記

載
し
て
お

り
ま
す

。
 

 
収

納
代
行

会
社
 
 

収
入
印
紙

不
要
 

 
(納

付
者
控

) 

 
 

 
 

 
 

収
納
代

行
会
社
 

(金
融

機
関
／

CVS等
店
舗
控

)  
 

 
備
考
 

 
 

1 
こ
の

様
式
は

、
電
子

計
算
組
織

に
よ
り

作
成
す
る

場
合
に

使
用
す
る

こ
と
。
 

 
 

2 
収
納

書
兼
収

納
済
通

知
書
の
大

き
さ
は

、
縦

114.3ミ
リ
メ

ー
ト
ル
、

横
125ミ

リ
メ
ー
ト

ル
と
す

る
。
 

 
 

3 
収
納

書
の
大

き
さ
は

、
縦

114.3ミ
リ
メ

ー
ト
ル
、

横
55.34ミ

リ
メ
ー

ト
ル
と

す
る
。
 

 
 

4 
納
入

通
知
書

・
領
収

書
の
大
き

さ
は
、

縦
114.3ミ

リ
メ
ー

ト
ル
、
横

116.66ミ
リ
メ
ー

ト
ル
と

す
る
。
 

（
福
島
県
/
C
V
S
等

本
部
控
）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第
六
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「記

名
押
印

」
を
「自

署

」
に
改
め
る
。 

第
百
三
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                       第

136号
様
式
(第

280条
、
第
281条

関
係
) 

資
金

前
渡

整
理

簿
 

 
口

座
 

 
 

所
管
 

前
渡
年
月
日
 

区分 

氏
名
 

前
渡

額
 

精
算
年
月
日
 

精
算

額
 
返

納
額
 
追

給
額
 

年
 
月
 日

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 年

 
月
 

日
 

 
 

 
 

 
 
円
  

 
 

 
円
  

 
 

 
 
円
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。
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第
百
三
十
六
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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第
136号

様
式

の
2(第

280条
、

第
281条

関
係

) 
概

算
払

整
理

簿
 

 
 

区
分

 
 

 
所

管
 
 
 

相
手

方
 

 氏
名
 

概
算

額
 

精
算

年
月

日
 

精
算

額
 

返
納

額
 

追
給

額
 

給
付

の
内

容
 

金
額

、
期

間
 

摘
要
 

概
算

年
月

日
 

金
額

 
概

算
 

年
月

日
 

金
額

 
概

算
年

月
日
 

金
額

 
概

算
年

月
日
 

金
額

 

 
 

年
 月

 日
 

円
 
年
 月

 日
 

円
 
年
 月

 日
 

円
 
年
 月

 日
 

円
 
年
 月

 日
 

円
 

円
 

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 
 

 
 
  

  
  

 
 
  

  
 
 

 
 
  

  
 
 

 
 
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  
 
 

 
 
  

  
  

 
 
  

  
 
 

 
 
  

  
 
 

 
 
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  
 
 

 
 
  

  
  

 
 
  

  
 
 

 
 
  

  
 
 

 
 
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  
 
 

 
 
  

  
  

 
 
  

  
 
 

 
 
  

  
 
 

 
 
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  
 
 

 
 
  

  
  

 
 
  

  
 
 

 
 
  

  
 
 

 
 
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

備
考

 
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

。
 

 
注

 
委

託
料

又
は

補
助

金
に

係
る

も
の

と
委

託
料

又
は

補
助

金
以

外
に

係
る

も
の

と
は

、
そ

れ
ぞ

れ
別

の
口

座
と

す
る

こ
と

。
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第
百
三
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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第
137号

様
式
(第

280条
、
第
281条

関
係
)  

前
金

払
整

理
簿
 

区分 

 
 

所
管
 

前払年月日 

相
手

方
契

約
者

氏
名
 
前
払
金
額
 

部
分

払
 

精
算

払
 

返納額 
追加支払額 

契
約

の
内

容
 

支
払

年
月

日
 
 

金
額
 
支
払

年
月

日
 
 
金

額
 
支
払

年
月

日
 
 
金

額
 
支
払

年
月

日
 
 
金

額
 

契
約

金
額
 

工
事

期
間
 

(給
付
期
間

)  
摘

要
 

始
期
 

終
期
 

年
 月

 日
 

 
 

円
 
 
  

 
円
 
 

 
円
 
 
  

 
円
 
 
  

 
円
 
円
 円

 
円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
備
考
 
１
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。
 

 
 
 
 
２
 
時
宜
に
よ
り
、
こ
の
簿
所
定
の
要
件
を
具
備
し
た
適
宜
の
カ
ー
ド
を
も
つ
て
、
こ
の
簿
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
注
 
工
事
請
負
契
約
に
係
る
も
の
と
工
事
請
負
契
約
以
外
の
契
約
に
係
る
も
の
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
口
座
と
す
る
こ
と
。
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第
十
九
号
様
式
、
第
二
十
号
様
式
、
第
二
十
四
号
様
式
、
第
二
十
五
号
様
式
、
第
二
十
七
号
様
式
か

ら
第
三
十
号
様
式
ま
で
、
第
三
十
五
号
様
式
か
ら
第
三
十
八
号
様
式
ま
で
、
第
四
十
一
号
様
式
か
ら
第

四
十
三
号
様
式
の
二
ま
で
、
第
四
十
六
号
様
式
か
ら
第
五
十
四
号
様
式
の
二
ま
で
、
第
五
十
六
号
様
式

か
ら
第
六
十
号
様
式
ま
で
、
第
六
十
五
号
様
式
、
第
六
十
七
号
様
式
か
ら
第
八
十
号
様
式
ま
で
、
第
八

十
二
号
様
式
か
ら
第
八
十
四
号
様
式
ま
で
、
第
八
十
九
号
様
式
、
第
九
十
号
様
式
、
第
九
十
二
号
様
式

か
ら
第
九
十
四
号
様
式
ま
で
、
第
九
十
八
号
様
式
か
ら
第
百
十
四
号
様
式
ま
で
、
第
百
十
五
号
様
式
の

二
、
第
百
二
十
二
号
様
式
、
第
百
二
十
四
号
様
式
か
ら
第
百
二
十
七
号
様
式
ま
で
、
第
百
三
十
一
号
様

式
か
ら
第
百
三
十
五
号
様
式
ま
で
、
第
百
三
十
六
号
様
式
の
二
、
第
百
三
十
七
号
様
式
、
第
百
四
十
一

号
様
式
か
ら
第
百
五
十
号
様
式
ま
で
、
第
百
五
十
二
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規

格

」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
財

　政

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
七
号 

福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
八
章

　交
流
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
収
入
（
第
三
十
八
条
︱
第
四
十
二
条
）
」
を
「
第
八 

章

　削
除
」
に
、
「
第
二
十
一
章

　ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
使
用
料
収
入
（
第
九
十
二
条
︱ 

第
九
十
六
条
）
」
を
「
第
二
十
一
章

　削
除
」
に
、
「
第
二
十
五
章

　農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
物
品
売 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
第
二
十
五
章

　農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
物
品
売
払
代 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　第
二
十
六
章

　水
産
資
源
研
究
所
の
水
産
種
苗
等
生 

払
代
金
収
入
（
第
百
六
条
・
第
百
七
条
）
」
を

　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　第
二
十
七
章

　内
水
面
水
産
試
験
場
の
水
産
種
苗
等 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　五
条
） 

金
収
入
（
第
百
六
条
・
第
百
七
条
） 

産
物
売
払
代
金
収
入
（
第
百
八
条
︱
第
百
十
一
条
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　に
改
め
る
。 

生
産
物
売
払
代
金
収
入
（
第
百
十
二
条
︱
第
百
十 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　」 

第
一
条
中
「
、
福
島
県
太
陽
の
国
交
流
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
交
流
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
」
及
び

「
、
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
（
以
下
「
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
」
と
い
う
。
）
の

使
用
料
収
入
」
を
削
り
、
「
並
び
に
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
の
物
品
売
払
代
金
収
入
」
を
「
、
農
業
総
合

セ
ン
タ
ー
の
物
品
売
払
代
金
収
入
、
水
産
資
源
研
究
所
の
水
産
種
苗
等
生
産
物
売
払
代
金
収
入
並
び
に

内
水
面
水
産
試
験
場
の
水
産
種
苗
等
生
産
物
売
払
代
金
収
入
」
に
改
め
る
。 

第
八
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
八
章

　削
除 

第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で

　削
除 

第
二
十
一
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
一
章

　削
除 

第
九
十
二
条
か
ら
第
九
十
六
条
ま
で

　削
除 

第
二
十
五
章
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。 

第
二
十
六
章

　水
産
資
源
研
究
所
の
水
産
種
苗
等
生
産
物
売
払
代
金
収
入 

（
水
産
資
源
研
究
所
の
水
産
種
苗
等
生
産
物
売
払
代
金
収
入
の
調
定
） 

第
百
八
条

　受
託
者
（
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
資
源
研
究
所
の
水
産

種
苗
等
生
産
物
売
払
代
金
収
入
の
収
納
事
務
の
委
託
を
受
け
た
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
水
産
資
源
研
究
所
の
水
産
種
苗
等
生
産
物
売
払
代
金
収
入
に
係

る
歳
入
を
収
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
調
定
簿
（
第
五
号
様
式
の
二
）
に
よ
り
調
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
納
入
の
通
知
） 

第
百
九
条

　受
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
定
を
し
た
と
き
は
、
納
入
義
務
者
に
対
し
納
入
通
知

書
（
第
六
号
様
式
に
準
ず
る
。
）
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
領
収
書
の
発
行
） 

第
百
十
条

　受
託
者
は
、
金
融
機
関
へ
の
払
込
み
に
よ
り
売
払
代
金
を
収
納
し
た
と
き
は
、
納
入
義
務

者
に
対
し
領
収
書
（
第
八
号
様
式
に
準
ず
る
。
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
金
融
機
関
等
へ
の
払
込
み
） 

第
百
十
一
条

　受
託
者
は
、
売
払
代
金
を
収
納
し
た
と
き
は
速
や
か
に
歳
入
の
内
容
を
示
す
計
算
書
を

収
入
権
者
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　収
入
権
者
は
、
受
託
者
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
の
あ
っ
た
計
算
書
に
基
づ
く
歳
入
に
係
る

納
入
通
知
書
（
財
務
規
則
第
四
十
号
様
式
）
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３

　受
託
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
計
算
書
に
基
づ
く
歳
入
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

送
付
さ
れ
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
、
収
入
権
者
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い

込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
が
休
日
等
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら

の
日
の
前
日
ま
で
に
こ
れ
を
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
七
章

　内
水
面
水
産
試
験
場
の
水
産
種
苗
等
生
産
物
売
払
代
金
収
入 

（
内
水
面
水
産
試
験
場
の
水
産
種
苗
等
生
産
物
売
払
代
金
収
入
の
調
定
） 

第
百
十
二
条

　受
託
者
（
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
内
水
面
水
産
試
験
場
の

水
産
種
苗
等
生
産
物
売
払
代
金
収
入
の
収
納
事
務
の
委
託
を
受
け
た
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
を
い
う
。

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
内
水
面
水
産
試
験
場
の
水
産
種
苗
等
生
産
物
売
払
代
金
収
入

に
係
る
歳
入
を
収
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
調
定
簿
（
第
五
号
様
式
の
二
）
に
よ
り
調
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
納
入
の
通
知
） 

第
百
十
三
条

　受
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
定
を
し
た
と
き
は
、
納
入
義
務
者
に
対
し
納
入
通

知
書
（
第
六
号
様
式
に
準
ず
る
。
）
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
領
収
書
の
発
行
） 

第
百
十
四
条

　受
託
者
は
、
金
融
機
関
へ
の
払
込
み
に
よ
り
売
払
代
金
を
収
納
し
た
と
き
は
、
納
入
義

務
者
に
対
し
領
収
書
（
第
八
号
様
式
に
準
ず
る
。
）
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
指
定
金
融
機
関
等
へ
の
払
込
み
） 

第
百
十
五
条

　受
託
者
は
、
四
半
期
毎
に
収
納
し
た
歳
入
の
内
容
を
示
す
計
算
書
を
収
入
権
者
へ
提
出
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

　収
入
権
者
は
、
受
託
者
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
の
あ
っ
た
計
算
書
に
基
づ
く
歳
入
に
係
る

納
入
通
知
書
（
財
務
規
則
第
四
十
号
様
式
）
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３

　受
託
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
計
算
書
に
基
づ
く
歳
入
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

送
付
さ
れ
た
納
入
通
知
書
に
よ
り
、
収
入
権
者
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い

込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
が
休
日
等
に
当
た
る
と
き
は
、
こ
れ
ら

の
日
の
前
日
ま
で
に
こ
れ
を
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　令
和
七
年
度
予
算
の
収
入
、
支
出
及
び
決
算
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
福
島
県
財
務

規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
財

　政

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
規
則
第
二
十
八
号 

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４

　電
気
料
及
び
電
話
料
並
び
に
第
六
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
経
費
の
支
払
で
あ
っ
て
、
資
金
前
渡
の

方
法
に
よ
り
資
金
前
渡
経
理
者
の
口
座
に
当
日
ま
で
に
入
金
し
、
引
落
し
後
に
残
額
を
生
じ
な
い
も

の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
渡
資
金
精
算
書
の
作
成
を
省
略
で
き
る
も
の

と
す
る
。 

第
百
六
十
七
条
第
一
項
第
五
号
中
「
百
万
円
」
を
「
二
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
「
百

万
円
」
を
「
「
二
百
万
円
」
に
改
め
る
。 

附

　則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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　（
下
水
道
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
企
業
局 

　
　
　
　
　
　
　

 
         

                                       

福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  
令 和 ８ 年 ３ 月 31 日  

福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 １ 号  

福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  
福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 （ 昭 和 44 年 福 島 県 企 業 局 管 理 規 程 第 ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  
  第 179 条 第 １ 項 第 ５ 号 及 び 同 条 第 ２ 項 中 「 100 万 円 」 を 「 200 万 円 」 に 改 め る 。  
  第 224条 第 １ 項 中 「 第 22条 の ５ 第 １ 項 」 を 「 第 22条 の ４ 第 １ 項 」 に 、 「 定 期 検 査 は 、 毎
年 １ 月 末 日 ま で に そ の 前 月 末 日 現 在 に お け る 状 況 に つ い て 、 こ れ を 」 を 「 検 査 は 、 毎 年
度 １ 回 以 上 」 に 改 め 、 同 条 中 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 を 削 り 、 第 ４ 項 を 第 ２ 項 と す る 。  
  別 表 第 ６ 中 「 260 円 」 を 「 310 円 」 に 、 「 530 円 」 を 「 630 円 」 に 改 め る 。  
  第 39 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第
39号

様
式
(第

84条
、
第
230条

関
係
) 

公
金

現
在

高
報

告
書
 

( 
年
 
月
 
日
) 

事業別 

所
管
 

収
納

額
 

支
払

額
 

現
在
額
 

摘
要
 

前
日
ま
で
 

本
日
分
 

計
 

前
日
ま
で
 

本
日
分
 

計
 

 
 

工業用水道事業 

 
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
上
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

(出
納
取
扱
金
融
機
関
統
括
店
) 

 
 

福
島
県
公
営
企
業
管
理
者
 
様
 

 
備
考
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  第 41 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第
41号

様
式
(第

84条
、
第
230条

関
係
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預
金

現
在

高
通

知
書
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年
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会計 

口
座
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号

 
預

金
種

別
 

入
金

額
 

出
金

額
 

現
在

額
 

収
納

額
 

預
金
振
替
額
 

計
 

支
払

額
 

預
金
振
替
額
 

計
 

工業用水道事業会計 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

                                       

      附   則  
１   こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
２   こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の そ れ ぞ れ の 規 定 に 基 づ い

て 作 成 さ れ て い る 書 類 は 、 改 正 後 の 福 島 県 企 業 局 財 務 規 程 の 相 当 の 規 定 に 基 づ い て 作
成 さ れ た 書 類 と み な す 。  

                                                          （ 工 業 用 水 道 経 営 課 ）  

 

　
　
　
　
　
　
　

 

福
島
県
病
院
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令和 8年 3月31日　火曜日 福 島 県 報 号外第32号 14



福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  
令 和 ８ 年 ３ 月 31 日  

福 島 県 病 院 事 業 管 理 者   挾   間   章   博    
福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ４ 号  

福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  
福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 16 年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  
第 39 条 第 １ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  
⑴   報 酬 、 給 料 、 手 当 等 、 賞 与 引 当 金 繰 入 額 、 法 定 福 利 費 、 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 、

退 職 給 付 費 、 報 償 費 、 旅 費 及 び 謝 金  
第 39 条 中 第 ２ 号 を 削 り 、 第 ３ 号 を 第 ２ 号 と し 、 同 条 第 ４ 号 中 「 交 付 金 」 の 次 に 「 、 貸

付 金 」 を 加 え 、 同 号 を 第 ３ 号 と し 、 同 条 中 第 ５ 号 を 第 ４ 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の １ 号 を
加 え る 。  

⑸   過 誤 納 収 入 金 の 戻 出 金  
第 39 条 に 次 の ４ 号 を 加 え る 。  
⑼   補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 の う ち 、 欠 損 補 填 金 、 繰 上 充 用 金 及 び 裁 判 所 の 判 決 に 基 づ

き 支 出 す る 補 償 金 又 は 賠 償 金  
⑽   年 を 単 位 と し て 締 結 し た 不 動 産 に 係 る 賃 貸 借 契 約 に よ り 毎 月 支 払 う 賃 借 料 、 共 益

費 等  
⑾   講 習 の 受 講 等 の 申 込 み 時 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 経 費 で 、 募 集 要 項 等 で 金 額 及

び 支 払 先 が 明 ら か な も の  
⑿   債 権 者 の 指 定 す る ウ ェ ブ ペ ー ジ （ イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た 情 報 の 閲 覧 の 用 に 供

さ れ る 電 磁 的 記 録 で Ｈ Ｔ Ｍ Ｌ そ の 他 の 記 号 及 び そ の 体 系 で 作 成 さ れ た 電 磁 的 記 録 で
送 信 可 能 化 さ れ た も の で あ っ て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た 閲 覧 の 際 に 、 一 の 送 信
元 識 別 符 号 に よ っ て 特 定 さ れ た 一 の ペ ー ジ と し て 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 さ れ る
こ と と な る も の を い う 。 ） か ら 発 行 さ れ る 書 面 に よ り 支 払 う 経 費 で 、 金 額 及 び 支 払
先 が 明 ら か な も の  

第 55条 第 ２ 項 中 「 1 ,000万 円 以 上 で あ り 、 か つ 、 工 期 が 100日 以 上 」 を 「 300万 円 以 上 」
に 改 め る 。  

第 1 7 3 条 第 １ 項 中 「 ） の 額 」 を 「 の 額 、 電 子 入 札 （ 所 要 の 事 項 を 入 札 者 の 使 用 に 係 る 電
子 計 算 機 （ 入 出 力 装 置 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） か ら 入 力 し 、 当 該 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回
線 で 接 続 し た 契 約 権 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ せ る こ と
（ 以 下 「 電 子 入 札 記 録 」 と い う 。 ） に よ り 行 う 入 札 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 方 法 に よ り
契 約 を 締 結 す る 不 動 産 又 は 動 産 の 売 払 い に あ っ て は 予 定 価 格 の 1 0 0 分 の 1 0 以 上 の 額 で あ っ
て 契 約 権 者 が 定 め る 額 ） 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  
５   契 約 の 相 手 方 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 当 該 保 証 を 証 す る 書 面 の 提 出 に 代 え て 、 電 子 情

報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 （ 以 下 「 電 磁 的 方
法 」 と い う 。 ） で あ っ て 、 当 該 保 証 契 約 の 相 手 方 た る 銀 行 若 し く は 、 確 実 と 認 め る 金
融 機 関 又 は 保 証 事 業 会 社 が 定 め 、 発 注 者 が 認 め た 措 置 を 講 ず る こ と が で き る 。 こ の 場
合 に お い て 、 契 約 の 相 手 方 は 、 当 該 保 証 を 証 す る 書 面 を 提 出 し た も の と み な す 。  
第 174 条 第 ５ 号 中 「 100 万 円 」 を 「 200 万 円 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２   前 項 第 ５ 号 の 場 合 に お い て 、 当 該 契 約 の 相 手 方 が 当 該 契 約 に 関 し て 当 該 契 約 の 相 手
方 と 同 種 の 営 業 を 営 み 、 か つ 、 県 内 に 主 た る 営 業 所 を 有 す る 者 で 契 約 権 者 が 確 実 で あ
る と 認 め る も の を 連 帯 保 証 人 と し て 立 て る と き は 、 同 項 第 ５ 号 中 「 200万 円 未 満 」 と あ
る の は 、 「 3 0 0 万 円 未 満 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  
第 189条 第 １ 項 中 「 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 く ほ か 」 を 「 別 に 定 め る 場 合 を 除

き 」 に 改 め 、 「 入 札 期 日 」 の 次 に 「 （ 電 子 入 札 に あ っ て は 、 入 札 期 間 の 末 日 ） 」 を 加 え 、
同 条 第 ２ 項 中 第 ９ 号 を 第 10 号 と し 、 第 ８ 号 を 第 ９ 号 と し 、 第 ７ 号 を 第 ８ 号 と し 、 同 号 の
前 に 次 の よ う に 加 え る 。  

⑺   前 号 の 資 格 を 有 す る こ と の 確 認 の 方 法 に 関 す る 事 項  
第 189条 第 ２ 項 中 第 ６ 号 を 削 り 、 第 ５ 号 を 第 ６ 号 と し 、 第 ４ 号 を 第 ５ 号 と し 、 同 号 の 前

に 次 の よ う に 加 え る 。  
⑷   入 札 執 行 の 場 所 及 び 日 時 （ 電 子 入 札 に あ っ て は 、 電 子 入 札 記 録 を す る こ と の で き

る 期 間 並 び に 開 札 の 場 所 及 び 日 時 ）  
第 1 8 9 条 第 ２ 項 中 第 ３ 号 を 削 り 、 第 ２ 号 を 第 ３ 号 と し 、 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え

る 。  
⑵   電 子 入 札 又 は 郵 送 の み に よ る 入 札 を 行 お う と す る と き は 、 そ の 旨  
第 1 9 0 条 第 １ 項 中 「 と き は 」 の 次 に 「 、 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 」 を 、 「 徴 し 」 の 次 に

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
「 （ 電 子 入 札 に あ っ て は 、 契 約 権 者 が 定 め る 事 項 を 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 の 使 用 に
係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 力 し 、 当 該 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 契 約 権 者 の 使 用
に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ せ ） 」 を 加 え る 。  

第 191 条 中 「 100 分 の ３ 以 上 の 額 」 の 次 に 「 （ 不 動 産 又 は 動 産 の 売 払 い に 係 る 電 子 入 札
に あ っ て は 、 当 該 入 札 に 係 る 予 定 価 格 の 1 0 0 分 の 1 0 以 上 の 額 で あ っ て 契 約 権 者 が 定 め る
額 ） 」 を 加 え 、 「 担 保 と し て 」 を 削 り 、 「 規 定 す る 有 価 証 券 」 の 次 に 「 （ 不 動 産 又 は 動
産 の 売 払 い に 係 る 電 子 入 札 に あ っ て は 、 当 該 有 価 証 券 又 は 当 該 入 札 に 関 し て 契 約 権 者 の
利 用 す る 電 子 入 札 シ ス テ ム を 管 理 す る 事 業 者 が 発 行 す る と こ ろ の 当 該 入 札 に 参 加 し よ う
と す る 者 が 当 該 入 札 に 係 る 入 札 保 証 金 を 支 払 う に 足 り る 資 力 を 有 す る 旨 の 保 証 証 書 ） を
担 保 と し て 」 を 加 え る 。  

第 2 0 0 条 の 見 出 し を 「 （ 入 札 の 手 続 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 中 「 申 込 者 を し て 」 を 「 入
札 者 を し て 」 に 、 「 こ れ を 提 出 」 を 「 こ れ の 提 出 （ 電 子 入 札 に あ っ て は 、 同 項 の 規 定 に
よ る 公 告 に 示 し た 期 間 内 に １ 件 ご と に 契 約 権 者 が 定 め る 事 項 を 入 札 者 の 使 用 に 係 る 電 子
計 算 機 か ら 入 力 さ せ 、 当 該 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 契 約 権 者 の 使 用 に 係 る
電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル へ の 記 録 ） を 」 に 、 「 申 込 者 が 」 を 「 入 札 者 （ 電 子 入
札 又 は 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合 の 入 札 者 を 除 く 。 ） が 」 に 改 め る 。  

第 201 条 （ 見 出 し を 含 む 。 ） 中 「 開 札 」 を 「 郵 便 に よ る 入 札 の 開 札 」 に 改 め る 。  
第 202 条 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。  
  た だ し 、 別 に 定 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  
第 205 条 中 「 と き は 」 の 次 に 「 、 別 に 定 め る 場 合 を 除 き 」 を 加 え る 。  
第 2 1 0 条 第 ２ 項 中 「 通 知 し 」 の 次 に 「 、 又 は 同 項 各 号 に 規 定 す る 事 項 を 契 約 権 者 の 使 用

に 係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 力 し 、 当 該 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 で 接 続 し た 当 該 者 の 使 用
に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 し 」 を 加 え る 。  

第 215条 第 １ 項 中 「 徴 さ 」 を 「 徴 し 、 又 は な る べ く ２ 人 以 上 の 者 に 契 約 権 者 が 定 め る 事
項 を 当 該 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 力 し 、 当 該 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 で 接 続
し た 契 約 権 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ せ 」 に 改 め 、 同 条
第 ２ 項 中 「 徴 さ な い 」 の 次 に 「 、 又 は 当 該 フ ァ イ ル に 記 録 さ せ な い 」 を 加 え る 。  
      附   則  
  こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
                                                                （ 病 院 経 営 課 ）  
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